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役員退職慰労金制度の廃止に関するお知らせ 

 

当社は、平成１８年４月２８日開催の取締役会において、役員（取締役および監査役）の退職

慰労金制度の廃止を、平成１８年６月２９日開催予定の当社第４８回定時株主総会に諮ること

を決議いたしましたので、下記の通り、お知らせいたします。 

 

記 

 

≪役員の退職慰労金制度の廃止について≫ 

１．制度廃止日 

制度の廃止は平成１８年６月２９日開催予定の当社第４８回定時株主総会終了時をもって

行います。  

なお、現行の役員退職慰労金規則は、当社第３３回定時株主総会にて決議されておりま

すので、その廃止を当社第４８回定時株主総会に付議いたします。 

 

２．廃止の趣旨 

当社は経営改革の一環として役員報酬制度を見直し、基本報酬と役員賞与については、

成果と業績の反映を強める一方、報酬後払いの要素が強い現行の役員退職慰労金制度

を廃止することにいたします。 

 

また、監査役については、独立性重視の観点から、業績を反映する賞与を廃止し、来期

以降は基本報酬に一本化いたします。 

 

３．退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給について 

本制度の廃止に伴い、当社第４８回定時株主総会の終結時に在任する取締役および監

査役に対し、本総会終結のときまでの在任期間に対応する退職慰労金を打ち切り支給す

ることを本総会へ付議いたします。  

 

以上 


